
日金協（会）第２－36号 

令和２年７月 14日 

貸金業者代表者各位 

日本貸金業協会 

会長 今井 三夫 

 

 

令和２年７月豪雨による被害を踏まえた貸金業法施行規則の一部改正について 

 

令和２年７月 10日に、令和２年７月豪雨による被害を踏まえた「貸金業法施行規則の一

部を改正する内閣府令」が公布・施行され、金融庁から別添「令和２年７月豪雨による被

害を踏まえた貸金業法施行規則の一部改正について」のとおり周知要請がありました。 

貸金業者代表者の皆さまにおかれましては、今回の貸金業法施行規則改正の趣旨及び金

融庁から示された貸金業法施行規則の解釈をふまえ、被災者の皆さまの資金需要や条件変

更の申し出などに適切に対応して頂きますよう、役職員の皆さまへの周知をお願いいたし

ます。 

 

 

【掲載場所】 

■金融庁ウェブサイト 

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kashikin/20200710/20200710.html 

※リンクをクリックしてもサイトに移動しない場合は、上記 URLをコピーの上、直接入

力して下さい。 

 

 

 

以 上 

 

 

 本件に関する照会先 

日本貸金業協会 会員業務部 

TEL 03-5739-3014 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kashikin/20200710/20200710.html
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○
内
閣
府
令
第
五
十
一
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
貸
金
業
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

貸
金
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

貸
金
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一

括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

（
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
貸
付
け
に
関
す
る
特
例
）

［
項
を
削
る
。
］

４

個
人
顧
客
が
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区

域
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う

。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
二
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
条
の
二

三
月

六
月

十
三
第
一
項

第
二
号
の
二

ハ第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の

十
三
第
一
項

資
金
計
画
（
こ
の
号
に
掲
げ

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
四
号
ロ

る
契
約
に
係
る
貸
付
け
の
金

額
が
百
万
円
を
超
え
な
い
も
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の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
個

人
顧
客
の
営
む
事
業
の
状
況

、
収
支
の
状
況
及
び
資
金
繰

り
の
状
況
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
条
の
二

書
面

書
面
又
は
当
該
特
定
緊
急
貸

十
三
第
二
項

付
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
個

第
二
号
の
二

人
顧
客
か
ら
申
告
を
受
け
た

ロ

当
該
費
用
の
見
積
額
を
記
載

(2)

し
た
書
面

第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の

十
三
第
二
項

資
金
計
画

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
四
号
ロ

第
十
条
の
二

一
月

六
月

十
六
第
一
項

第
十
条
の
二

三
月

六
月

十
八
第
一
項

第
一
号
ハ

第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の
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十
八
第
一
項

資
金
計
画

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
三
号
ロ

［
項
を
削
る
。
］

５

貸
金
業
者
が
貸
金
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
元

年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
、
特
例
対
象
者
で
あ
る
個
人
顧
客
と
の
間
で
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人

顧
客
が
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
貸
金
業
者
は
、
当
該
貸
付
け
に

係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
書
面

に
代
え
て
、
当
該
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
面

を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

［
略
］

６
・
７

［
同
上
］

（
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
伴
う
貸
付
け
に
関
す
る
特
例
）

６

個
人
顧
客
が
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

［
項
を
加
え
る
。
］

律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
に

住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
条
の
二

三
月

六
月

十
三
第
一
項
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第
二
号
の
二

ハ第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の

十
三
第
一
項

資
金
計
画
（
こ
の
号
に
掲
げ

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
四
号
ロ

る
契
約
に
係
る
貸
付
け
の
金

額
が
百
万
円
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
個

人
顧
客
の
営
む
事
業
の
状
況

、
収
支
の
状
況
及
び
資
金
繰

り
の
状
況
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
条
の
二

書
面

書
面
又
は
当
該
特
定
緊
急
貸

十
三
第
二
項

付
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
個

第
二
号
の
二

人
顧
客
か
ら
申
告
を
受
け
た

ロ

当
該
費
用
の
見
積
額
を
記
載

(2)

し
た
書
面

第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の

十
三
第
二
項

資
金
計
画

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
四
号
ロ

第
十
条
の
二

一
月

六
月
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十
六
第
一
項

第
十
条
の
二

三
月

六
月

十
八
第
一
項

第
一
号
ハ

第
十
条
の
二

事
業
計
画
、
収
支
計
画
及
び

営
む
事
業
の
状
況
、
収
支
の

十
八
第
一
項

資
金
計
画

状
況
及
び
資
金
繰
り
の
状
況

第
三
号
ロ

７

貸
金
業
者
が
貸
金
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
二

［
項
を
加
え
る
。
］

年
内
閣
府
令
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
、
特
例
対
象
者
で
あ
る
個
人
顧
客
と
の
間
で
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個

人
顧
客
が
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
貸
金
業
者
は
、
当
該
貸
付
け

に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
書

面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書

面
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
附
則
第
六
項
の
規
定
（
同
項
の
表
第
十
条
の
二
十
六
第
一
項
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令

和
二
年
五
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
調
整
規
定
）

２

貸
金
業
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
顧
客
が
新
規
則
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
者
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
七
十
九
号
）
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


